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 ごあいさつ 

 

 高度情報通信社会や超高齢社会の進展などにより、消費者を取り巻く社会経済環境は大

きく変化しています。これに伴い、消費者トラブルも複雑化・深刻化し、特に、高齢者を

狙った悪質・巧妙化した手口による消費者被害が後を絶ちません。 

 一方、消費者においては、環境保全や被災地復興などの社会的課題に配慮した商品・サ

ービスに関心を示すなど、意識の変化が見られます。 

 このような状況の中、国は、「消費者教育の推進に関する法律」の制定や地域の見守りネ

ットワークづくりなど、消費者行政の体制整備を内容とする「消費者安全法」を改正し施

行したところです。 

 本県においても、「埼玉県消費生活基本計画」に基づき、消費生活支援センターの相談機

能の充実や、高齢者等の消費者被害を未然に防止するための見守り体制強化など、消費者

行政の充実・強化に努めてまいりました。 

 このたび、平成２８年度をもって計画期間が終了したことから、平成 

３３年度を目標年度とする、新たな「埼玉県消費生活基本計画」を策定しました。 

 全ての県民が安心して豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のために、計画策

定に当たっては、社会状況の変化や国の動向に加え、本県の特徴についても十分に踏まえ

ております。この計画に基づき、県、市町村、事業者、消費者及び消費者団体等が力を合

わせて施策の推進を図り、誰もが安心、安全に暮らせる埼玉づくりに全力で取り組んでま

いります。 

 どうか皆様のより一層の御協力をお願い申し上げます。 

 結びに、計画の策定に当たり、県議会並びに埼玉県消費生活審議会の委員の皆様をはじ

め、関係団体や県民の皆様から貴重な御意見や御提言をいただきましたことに心から感謝

申し上げます。 

 

  平成２９年４月 
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